
社団法人日本海員掖済会給与規程（抄）
(給与の種類)

第２条　役員の給与は、報酬、手当及び慰労金とする。
(報酬)

第５条　役員の報酬は、月額とし、理事会の議決を得て会長が定める。
常勤役員の給与及び退任慰労金の支給に関する運用方針（抄）
（原則）

第１条　社団法人日本海員掖済会の常勤役員（以下「役員」という。）の給与及び退任慰労金の支給等については、社団法人日本海員掖済会給与規程（昭和６０年４月１日施行。以下「給与規程」という。）に定めるほか、この運用方針により実施する。
（報酬月額）

第２条　給与規程第５条の報酬月額は、次のとおりとする。

（１）会長
　　　一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第２５号）（以下「一般職給与法」という。）で定める指定職俸給表第８号相当額の範囲内において別に定める額
（２）副会長
　　　一般職給与法で定める指定職俸給表第６号相当額の範囲内において別に定める額
（３）常務理事
　　　一般職給与法で定める指定職俸給表第４号相当額の範囲内において別に定める額
２　会長は、一般職給与法、民間企業の役員報酬等その他の事情を考慮して、前項で規定した範囲内で報酬月額を増額又は減額することができる。
（特別調整手当等）

第３条　給与規程第１２条第１項に規定する第２条の規定による手当は、特別調整手当と通勤手当とする。

２　特別調整手当の月額は、報酬月額に１００分の１２を乗じて得た額とする。
（退任慰労金）
第７条　退任慰労金の額は、在職１年につき報酬月額の２．５月分を標準とし、次の算式により計算した額とする。

　退任慰労金 ＝ 退任時の報酬月額 × ２．５ × 在職月数 ÷ １２
２　前項の在職月数の計算については、給与規程第２０条第２項の定めるところによる。
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